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おわりに

はじめに

タイ政府の農村開発に対する関心は，古くは

1940年代のピブーン政権下における農村改修計画

などにもみられる。しかし｀農村開発が政治的に

無視しえない課題となってきたのは1970年代にお

いてである。 1973年10月以降3年間の民主化の時

代における政治参加への関心増大， 75年0)インド

シナ戦争の終結などの政治的変化の下で，経済的

な地域格差，所得格差拡大への対策として，農村

開発が重視されるに至った。同時に，地方分権化

(decentralization)の問題が間発行政のあり）jと関

連して，さまざまな議論を呼んでいる。本稿では，

農村開発行政と地方分権化促進の一つの接点とな

っている「県経済社会開発計画」（以下，県開発計

画と略科）を取り上げ，その変遷過程を通して地方

分権の内容を検討していく。

l 農村開発行政上の問題

地方開発に関わる行政組織を県レベルでみる

と，（A）県知事の管轄下にある中央官庁の出先機

関，（B)2県以上にまたがる中央官庁の支局や事業

所などの広域行政機関，（C）地方自治体の 3種があ

る。ここでは心を県庁としていと区別しておく。

県庁の機構は第 1図のとおりである。各部の予算

および実施事業は，中央官庁の省および局ごとの

縦割りであり，その調整は内務省の高級官僚であ

も3県知事または知事が任命した調整委員会が行な

うこととなっている。実態としては，各部の独立

性が強いために十分な調整が行なわれず，寄合い

甚惜の性格が濃い。 (B)の機間：：t. 農業試験恥，灌

闘建設事務所，地方農業事務所，農村開発｛兄進t

施センター，圃場整備事務所，農業・協同組合銀

行符があり，中央l!）政策実施浅閃どして県どは無

関係に事業を進めている。

次に(C)の地方自治体であるが，現在タイには，

大バンコク，バッタヤー特別市， 118の都市自治

体， 710の衛生区， 72の県行政機構（数字は］981年

人現在）の 5種類の目治体が個別の法律に上バて

存在している。県開発計画を持つのは大バンコク

を除く 72の県である。農村開発に関係する機関と

して｛i,県行政機構，および目治体ではなじが村

＂平議会がある。

県行政機構の行政区域は，県内の都市自治体と

衛生区（都市自冷体へ昇格前の不宅仝自治体）を除く

すべての地域であり，ほとんどが農村部である。

その機構は第2図のようになっているが，首長は

(A)の県知事が兼ね，また各部の部長も(A)の県庁で
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第 1図 県庁の行政組識
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報告内、 1980年， 28ベー、9べ。
(i'[） ＊ 0)部はす，ミての県に設『1,・ されてし、るも t、内では

なし~・'o

第2図 県行政機構の祖盆
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（出所） 第1似lど詞じ (30ベージ）e

（注） 農村開発促進部は56県におかれて‘h'‘':。公共市

党部は一部の県のゲ郡部は県内の各郡の数に対応

して設置される。

該当する部の部長が兼ねていた。県行政恨情の権

限と任務については，県行政法の第31条で16項日

にわた→て記ざれており，住民生訊に密着した市

業を行なうことになってし、る r,

行政村（タムぶン）段階での自治体としては村行

政機構があったが，有名無実化していたため， 1972

年の革命団布告 326号によって廃止され，代わり

に怯人格を持たない村評議会が設四された。村評

議会には， 村長， 各部蕗（ムーバーン， 1べと訳す場

タイの農村間発行政［地方分竹化

令1あるが，ここでは衛生区どの区叫のため部洛ど訳し

ておく）長，村医の職権委員と，各部落 1名の選

出委員とからなる村委員会があり，これに郡長か

任命する村評議会顧間，同直務長が参加して村評

滋会を構成している。

農村間発行政の間題点をみる前にタイの行政上

の一般的な問題点を検討しておこう。タイ人亨委

員会の公務員資呉改苦計画のために、国連開発叶

両 (llnited Nations Development Programme)が行

なった調査では，政治・行政・経営上の間題点と

して 7,収が指摘されているが，このなかで制度・

機構上い間題となるのは次の 3点である。＼1）権力

と政策決定権の中央政府機関への集中，および中

央の局内における権限委譲vTl欠如、 (2)異なる局・

機関の間における機能と責任の重複，およびその

調整と協力の欠如または不適切， (3)政治体制の不

安定性，および官僚制に対する政治的統制の欠如

主たは不適切直 l¥ o 

官僚を高級と中級の二つのゲルーデに分け，七

9)の間題点のランク付けを行なった結果では，両

グルーフ゜ともに(2)をも一うとも重要な間題としてお

l)，また(1)の前半部分が高級官僚ゲルーフ゜のなか

では第 2 位にあげられている社 2 〗筆者か中央官

庁で数人にインタビューしたときも，（2）の閾整の

間題が最璽要課題であるとの答であった。

このように，調整と中央への権限井、中が行政上

の大きな間題として意識されているが，地力の間

発行政の現場ではどりであろうか。農業開発につ

いてチャクリットは， 25の中央省庁関係部局と，

17県での実態調査を行なっている。その内容は，

機構，政策立案と計両作成，予認と備品・消耗品，

，t行担当官，間発の方法の五つに分類されてい

る。指摘されている個々の間唱点は以下のとおり

だが，これを整理すると，やはり調整と，権限の
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中央集中の問題に帰着する。

開発の現麿で，命令系統を異にする多数の機関

が中央省J}の局単位で乱立し，類似の計両が調整

されずに個々に進められる。各機関とも自己の管

轄外のごとには無関心で，相互に関連寸る穏も関同

士でも相手(J)事業内容を知らないことがある。県

知事も県内にある中央官庁の支局・ボ業所の存在

や，開発資金の流れを把握し得ない。当然，地域

の総合的な間発計画は組め沢い。また中央に権限

が集中して 1~ るために県殷階での調密が困難とな

り，相反する政策が同時に実施されたり，地域の

実態に沿わない計画が出てくる。人員規模と業務

範囲の不均衡も大きく t［いまた出知没閲への官

僚の頻繋な反動によって、計画の変更やボ茫の遅

れが生ずる。特に1970年代のように政権の交替と

それに伴り政策変更が頻繁にあると，計両の作成

や事業遂行は粗雑なものどなりがちてかるい13)。

このような問題は，国家経済社会開発庁とタイ

中央銀行とがまとめた報告書でも指摘されてい

る。 197(）年代の予算泊化率が低下した）原因を調杏

したもので、消化率の低い卜地・建骰資材費と機

器備品費の 2項目を対象としているぼ4)。建設に

ついてみると，業者との工事籾約調印に至るまで

平均 332[lかかっており令 t事の年度内完成は不

可能となる。備品購入も現物支給までに平均359

Hかかっている。遅延の主な理由は，現業部局の

実行態塾の不備（特に算業の分析評価と実行壮両の不

備または欠fill)、各局柑lの協カ・調整(!)欠如，度璽

なる政策変更，中央と地方間の連絡調既しけ怪滞笠

があげられている。建設噸業を例にみると，市業

の分析や丈い計画が不備tぃ主ま予算究定に特ち込

まれるため、予算確定後の各局においるだ行予算

の調整に手間取る。中小規模の事業は予備調査ど

まりとなっているので，調査・設計段階で多くの
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時間を費やす（予算，人員上の措置不十分）。入札段

階では予算単価（7)低さがネヽックとなる。 +i業実

胞段階では，調府・設計が祖推であるために計両

変更を余儀なくされることも多いが，決定権は中

央にあるから、決定が下される主で工事は中止と

欠る。故障部品（ハ交換までもが中rjミヘの申請とそ

の承認待ちとなる。県庁については，知事の支出

権限は50万バーツまでで，これを上回る場合はや

はり中央の承認ギ項となる。主た工事開始じ）遅れ

い収穫期じ＼ご労働力確保を難しくし、［灯鳩

では雨季と菫なって工事不可能となる。

以上の例からみると，各報告が中央省庁間の政

頌U)調整，および中央に集中 Lている権限の地方

ヘし’')委譲＝地方分権化を提雪してし、るのは苔玖 lり

結論と言える。ところで，この地方分権化 (kracaai

amnaat) という言葉の内容をみると，地方自治体

へり権限委譲ご目治権の拡）くと．中央政府,_'）出先

機関や支局・事業所への権限委譲 (haengamnaat) 

の二つの意味をもって使用されている。自治権の

杖大と出先浅閃吟：こおける現地炭蟻権の拡Kは対

セする問題ではないが，内務省官僚である県知中

が首長を兼ねる県行政機構の場合には，この問題

は微妙である。県レベルで実現可能な権限の委譲

iに自治体ピ Lてい県行政樹構り叶れ限拡大ど拉，．）

寸こ、県知事（り杜限院大としてあらいれてきだへ県

行政機構自体の財政基盤や行政能力の弱さもあっ

て地方行政改革審議の際には県行政機構の存廃

応丘論される上りになる。ぞい代オ）りとしこ付

謹義会を農小l訊ぶこ」3ける自冶体として育成しより

とする案が出てきている。県行政機構と村評議会

び）関連でみだ地方分権化の間四口県開発計阿rj)

政窄的位置バけにも反映してぎている。こ 0 点を

政府の地方開発，農村開発政策の推移のなかでみ

ていくこととする。



Ⅱ　地方開発計画の変遷
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（注 1) De Guzman, R. P., "Proposals for Cur-

ncula and Training Materials Development of 

Management Training for Civil Service Commis-

iヽonof the Royal Thai(]。＼ernment," バソコク，

UNDP, 1978年， 7ページ。

（注 2) De Guzman, R. P., "Surveys of Manage-

ment Training Needs in the Thai Bureaucracy," 

バンコク， CivilService Commission, 5 ~ 6ページ，9

(i'l''.I) Chakrit Noranitipadungkarn, Raaingaan 

¥Vicai Kaan Borihaan Ngaan I伽hattana Kaan 

Kas心 trnai Radab PhumijJ!u叫〔地））段階の農業

叫兌勺政調杏報化〕，バン・”, N ・:. National Institute on 

l kvelopment Administration, 1980 q「

信 4) Bank of Thailand; National Economic 

& Social Development Board, "Raaingaan Sueksaa 

Rabob Kaan Caai Ngoen-Ngobpramaan"〔予算支出

制度研究報化•J, バンコク， 1977年。 National Eco-

nomic & Social Development Boardについては以下

NESDBと略す。

II 地方開発，1|両り変心

1976年10月に「第4次経済社会開発 5カ年計

画」（以下第4次5カ年計画と略，他の 5カ年計画につ

いても同じ）が開始された。この計画は「社会的公

正の実現」をうたい経済成長至＿l：主蓑から，経

済的社会的不平等是正への方向転換をはかるとし

て，所得分配と地方開発を初めて独立した章で扱

っていた。この章のなかで所得再分配を目指す開

発戦略の一つとして，雁用促進をあげ，短長期の

政策を列挙しているが，長期政策の最後に，政策

決定過程の地方分権化と地方自治体財政の改革に

触れている。これは検討課題として取り上げられ

たも (1)であるが， 1981年1(）月から U)第5次5カ年

"十両内では，中央および地方,/)開発行政機構改革

案が具体化され，一部はすでに第 4次叶画期に実

施済みであると記されている。農村間氾行政機構

の改革のなかでは，県開発計画が地方分権化を促

クイの農村開発行政と地方分権化

進する主要な手段であったこと， しかしそこには

多く叫芦どがあったとして，そ v')間園点が列挙さ

れて 1，‘ る。

第4次計画期間中に，国家経済社会開発庁事務

局内に， 「開発行政権限の地方自治体への委譲計

画作成小委員会」が設置されている。その小委員

会に提出されたチャクリットらの報告は，地方分

権化：こ問する政府の方針には，長期的には目治体

育成と県開発叶画，短期的には新農村閉発計画と

没村雇用剖出計画という 4本の柱があるが、政

策的な，llii整か行なわれていなし、と指摘している

（注1)。ここで言及されている四つの政策のうち，

新農村開発計画は1979±!=-より日本の援助を受けて

実施しているもので，各部落を単位とし，内容的

には62年から進められている農村社会開発 (Com-

munity Development)計画と同じ系譜に1属するもの

である。

農付11月発にダ）いては1960年代から，拠民の教育

訓練に重点をおく農村社会開発計画，道路等の基

盤整備を中心とする農村開発促進 (Accelerated

Rural Development)計画などが， 内務省の各局単

位で実施されてきた。 1975年にククリ、ット内閣は

「乾手，ごぢげる地方開発と農村住民の廂用援助計

両J¥ l1肝＇戸’ムサミン計画，または t勺全遠流叶『甘かを実施

した) ダムボン計画と類似のもりは｀すでに1960

年代初頭のバキスタンで実施されており（注2)，独

自性には乏しいが，インドシナ情勢の急変に伴

いタイで農村開発の重要性が再認識された時期

であっただけに注目された政策であった。特徴は

次し7)□点であ 99た。第 1は各行政村内の公共事業

に農民を雇用するという所得分配的測面、第 2は

従来中央の現業官庁が行なってきた公共亨業の立

案お上び施工竹理を村評議会に一任したことであ

る。
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その後この政策は， 1978~79年のクリアンサッ

ク政権下における「被災地域農村経済復箕叶両J,

80年以降のフ゜レーム政権ドでの「農村雇用創1廿訃

両」へと継承されてきた。ただしタム、ドン汁画が

すべての行政村を対象としていたのに対し，その

後の二つの寸両は晶ばつ等被災地域を屯点とする

災害復1日市業的性格が強くなっている，，したがっ

てこれらの計両は後に述べる県開発it両巾業を，

農民の雇用，被災地救済，および開発行政能力向

I→＾などの側面から補完する性格のも（「）といえる

（金額的にはこの二つの訃画の方が大ぎい）。

タムボン，1t画が実施された背殷には， 197:1年の

10月政変と政治参加への関心の高まりもあった。

1973~76年の民政期は農村間発を促准するうえで

も重要な時期である。］974年から76年にかけて令

ての県に県京務局 (o伍ceof the province)が設料

され，各県ごとの間発叶両作成にあたることとな

った。県事務室は］952年の国家行政紐描法にその

名称が出てくるが， 74年時点までほどんど設償さ

れておらず，その業務は地方行政局等内務省かぢ

派遣された官僚が行なっていた。また国家経済社

会開発庁も地方社画局を新設し，その下に地域ご

との地方開発センターを設骰して，各県J)聞発壮

画作成の技術的指導を行なう体制を整えた。

地方開発，it圃はタイが経済社会間発，i十両を実施

したのと並行して作成されている。 1961年に出さ

れた「東北部開発社両 1962~66」,68年にアメリ

カの援助で作られた「東北部経済開発計画1972~

76」,70年に国連間発，；十圃 (l_；NDF)の援助で作ら

れた I北部1姐発叶伸il972~76」〈江3‘である。 ［東

北部間発計測]1962~66」は1961年 1月に成附され

た東北部間発委員会（委且長は副首相）が作成した

が，最初に東北部を取り上げたのは，当時のサリ

ソト首相の出身地であること，ラオス情劾の険悪
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化などからの政治的理由が大きいと言われる。地

方開発委員会は東北部等 6地域に設置されたが，

一般的な開発政策にしたがうだけで、各地域の需

要に応じた特殊地域政策の領定にはほとんど努力

がなされなかっだ、この欠陥を埋めるべく作成さ

れたのが，アメリカの技術援助による「東北部経

済間発計画1972~76」であ9)tこ（注 4¥o

「東北部経済開発計画1972~76]についてはそ

(7)＼ケ案過程い祖織的柏備と、各収単位の開発叶両

屯入か注目される。 1%9年から東北部1,5県につし、

ての「県経済社会開発~t画1972~76」の作成作業

が開始された。東北部開発委員会内に作業委員会

（委員には内務省地方行政局長）設置県段階では県

間発計画委員会と暫定事務局設置，また計両作成

指滋（巧ため U'叫家経済社会間発庁東北部開発セン

勺ー ('-1：ケン市在＼い暫定的設倍である。こ (T)東

北部で（り作業をテスト・：r -スとして、 1974~76

年には先に見たような県事務局、地）j|開発セン々

-0令国的設憤が行なわれたのでおる。県開発汁

両委員会の構成は、県知事を委員長として，県庁

の部長，都市自治体首長，県議会識長，県内有識

者となっており，地方自治体の参加が注目される。

「県経済社会開発計画1972~76」が東北タイ 15

県について作成されたのち， 1977~81年の計両は

バンコケを除く全県に拡大された。他方広域的な

地方開発it両については， 1973年に南部開発計画

のための調査が行なわれているが，計画自体は作

成されていない。プラジヅトらはタイの地方開発

についての問題点を指摘しているが，開発計画に

関わるのは次の口点である。 I1)間題の解決，開発

のためのプロジェクト立案よりも，調査分析や一

般的計画作成に重点があったこと，（2）開発予算1ま

省ー局の縦割り配分であり，地方開発計両は予膵

上の裏付けを欠くこと。この間題点を解決するカ
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向として囚家経済社会開発庁は，県レベルの間発

壮画作成に電点を移したという注 5)。（1)のプ ロジ

ェクト発掘の問題，（2）の行政機構や予箆制度との

幣合性からすると、県をチャネルとすることが合

岬的とし、うごとになる。東北部経済廿開発計両が県

単位の開発計両に重点をおいたの i)そのためでか

→,＇「：：：。

197(）年代の半ば以降，地方開発の方向は以下の

三つに分かれることとな，ぅた。第 1はこれ主で述

べてきた広域的計両であり，第 5次 5カ年計画で

は東部臨涌 3県，西部 8県，東北部の南半部，北

部の国境 3県、南部の国境 4県を対象としてい

る。第 2は都市開発で，首都バンコクと地方中核

都市（第 5次5ガ年，，I両では 5都市を対象とし，次の

段階で 6都市を加える）を対魚とする。 そして第 3

か県単位の間発社両である。地方分権化の間題と

関連する (7)は第 2, 第 3の方向でわる。以下農村

間発と関連する第 3の県単位の間発，l十両に ',)1いて

みていく。

(Lt 1) Chakrit Noranitipadungkarn; Saeng Sa-

guanrueng; I<.: racaang Phanthumnaawin,''Raaingaau 

Sueksaa ruang I<.:aan Phattanaa Khiid Khwaam 

Samaat nai Kaan Borihan >l'gaan Phattana khong 

Oni;kaan Borihaan suan Changwad Jae Sapha 

Tarn hon" [ J,tり政機構＿村罪，武会の開発・ 1 1政i・.t.）, t 

｝能力 1•Iii 発し'|サliる研究報白〕， ＇‘ヽ 91',', NESI)B, 

1981年。

(ii. 2） ア ア経済研究所誡在研究部fA諒宏叉の指

摘|'-、Lる。

(/1 3) 「東北部開発＂l皿1962~66」1i， 立•名村恰

枷『クイの経済附発』ア；ァ経済研符戸 1963年：＇，

「東北部経済I開発叶血1972~76」 l 「北朗開発此ILli19

72~76」は第 3次紆済社会閂発，；―匝，内;:要約，ガ忠，．7，C

（注 4) Paichitr Uathavikul, "Regional Planning 

and ])eve¥opmcnt: The Case of Thailand,''Uichit-

vong Na Pornhhejara i渾',Readingsin Thailand's 

Politi ml 「9{‘OJl(Jrn、,, /’コダ， Banghok Print 

ト』nterprise, 19781F, 52~5:3'、-、9‘o,9、1チ、／卜 u)n17, 

タイの農村開発行政と地方分椛化

文（］ ｛本：：：：1970年に悶かれたものて梵 :0
(;'15〉 PrasithTongyingsiri他， “KaanSueksaa 

Tho hthuan kiaokab Kan ¥Vangpaen Phattana 

Changwad" 「訊開発け画 9ュ1芥てこ関すて研究7,':，9‘J

ク， NationalInstitute of Development Administra-

tion, 1982年． 53ページ。

m 県経済社会開発計両

1977年 6月に「県経済社会開発叶両立案規定J

が定ふられ，第 3図でみるような組織的整備が行

たわれた。 1978年には「県経済社会開発計画1977

~81」を 3カ年汁両 (1979-81年）に縮小し, 79年

度の実行計画の調整が行なわれた。 1979年には

「県閉発計画にもとづく支川に関する総理府規

定」が制定されている。県開発計画自体は県庁，

広域行政機関，地方自治体を含む包括的なもので

あるが，袖 2者の計画については各省庁予算に合

まれ，地方自治体についてのみ特別補助金（国家

f算の 1t‘t,jt後を見準とする）が紐まれている。この

補功金額ぱ1979年度 9{意5900万ベーツ（追加文出分

を含む）， 1980年度 9｛意ベーヅ（以J-:.予算頷）であっ

第3図 県開発計画立案の機構

県開発中央委員会

一県閲発計画促進小委員会

県開発中央委員会事務局ー一県開発計画調整小委員会

ー追跡・評価小委員会

県開発註画作戎委員会

県由務局一

1 | 1 

県行政槻揺 都市自治体 衛生区 村託議会

（出所） Prasith Tongyingsiri他， “KaanSueksaa 

Thobthuan kiaokab Kan ¥Vangpaen Phattana 

Changwad"［県1開発計画立案に関する研究〕，バン
コク， Kational Institute of I1evelopment i¥d-

ministration, 1982年， 77ページ。
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た。ただし1980年度予算のうち 3億バーツは国会

（下院）議口用である。これは各訊員がその選挙区

に必要と思われるプロジェクトを， 1人250万バ

ーツの範囲内で自由に立案，実施させるための資

金である。この資金は道路や橋等，議員の業績を

誇示できる土木事業に支出された。この国全議員

裁量分を除いた補助金支出額は， 1釘9,80年の両

年度計約14億バーツで，プロジェクト数は8778件，

その内訳は店村部7350件，市部・準市部1428件，

部門別では基礎的インフラストラクチャー4525

件，職業訓練•生活関連4253件となっている（注 1) 。

地方自治体はこの県開発計画の補助企部分のプ

ロジェクト発掘と，認可された事業の施工・管理

を行なう。惰業の認可ぱ県関発壮両作成奏員会

と，県開発中央委員会の 2段階で行なわれる。県

開発計画作成委員会は県知事を委員長とし，県会

謡長，各都市自治体首長，各衛生区長，県庁の部

長 (7名以内），中央の広域行政機関代表または有

識者 (7 名以内）で構成される。 198~度に iま村評

議会議長も委員に加えられた。県委員会の任務と

権限は各自治体の提出したプロジェクトの選定，

調整，優先順位を決定して県間発計画を作成し，

県開発中央委員会に申請すること，県開発中央委

員会の認可した金額にもとぺいて補助金の配分・

調整を行なうこと，事業実施の監督と評価，計両

変更許可等である。補助金の配分は各県ごとの基

準によるが，県開発中央委員会の規定によって，

県行政機構と村評議会に80ぷ，都市自治体と衛生

にに20t，＇という配分割合が定められて＼ヽ る。県間

発中央委員会は内務大臣を委員長とし，関係官庁

の次官級以上の高官16人で梢成され，政策の決定

と調整，特別補助金の配分と事業の監督を行な

う。特別補助金配分は各県への配分枠を事前に決

定し，その後に提出されたプロジェクト番査を経

24 

て最終的に決定する。各県ざとの配分基準は人

口，開発水準 (1人当り所得，灌漑面積．農道延長，

農村電化率，農村水道普及率）， 自然災害被災状況，

治安状況等の各項目にウエイトをかける方式であ

る（注2)。

プ ヲシットらが12県の地方自治体の関係者とし1)

イン々ビューで得た数字でみると，デロジェケ卜

発掘のための問題点・住民要求の調査方法は次の

ようになっている。住民からの直接聴き取り44.8

恥地方自治体役職者からの聴き取り37.2も蹂，地

方自治体の決定がら 36.1佑，公式の調査115佑

等。以上の調牡から出てきた要求を多い順に並べ

ると，道路， J:水道，学校，発電所，堰・用水路，

農業用水源，排水管，保健所，橋，農産物販売先

確保，資金，優良種子，洪水防止……となる。次

にプロジェクト v'）決定者をみると，地方自治（本り）

委員会64.8盆他U)政府機闇の役人（決定への助百）

11.9は地方自治体の役人11.4g下，地方自治体の

議員8.2ぢ，住民 1.7恥県 1.7佑となる。プロジ‘

ェクト決定の方法は，地域の問題・要求に沿って

83.2い財政収入！こ則して38.H蹂，全1本的利益に

もとパき28.6研どなっているが，県や郡のアドバ

イス4.1吝，あるグループの私的利益のため3.6客

とV うものもある（注3)。

地方への権限委譲という点からみると，（1）地方

自治体への特別補助金支出と，地方自冶体による

住民の要求に応じたプロジェクトの立案，決定，

(2)県レベルでの企画，調整機能の強化が，県開発

計画の特徴となる。その実態面について同じくデ

ラシットらの調査からみると第 1表のようにな

る。テロジェクトの実施については，金額 100万

バーツ未満の案件は各自治体が直接行ない，その

際には資材・労力を当該地域内から調達するこ

と， 100万バーツ以上は入札による民間業者への
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タイの農村開発行政と地方分権化

第 1哀 プロジェクト(/)、,I案および推別に屯豆な役割を果たした者
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（出所） 第3図と同じ (177ぐージ）。
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発注という方式が定められている。 この表で村評

議会と県行政機溝のプロジェウトを比較するビ、

村レベルでは村民の意志がブ9l1;‘ェクト決定に大

きな役割を果たしているが，県レベルでは郡長を

はじめとする役人の影響力が大きい。技術面では

郡役人（副郡Kであることが多I、‘9)への依府度，；）・高

し~、が，

長，

これは村wぼ議会の技術的能力の水準を反映

するものである。

村評議会ど県行政機構の間梵行政能力を調任し

たチャクリットの報告は，間題点を次のように1旨

摘している。村評議会については，要求の取りま

とめ方はさまざまであるが，少なからざる村で住

民の意見を聞くことがなく，ときには部蕗長や村

さらには郡長や県会誼員までもが自己の利益

のためにプロジェクトを作り出す。役人がプロジ

ェクトを強制することもある。村評議会の委員に

はよりよい解決方法をさぐろうとする努｝］がみら

れない。村評議会の決定は村長や事務局())肛向に

左右される。また行政機構上の問題として村評厳

会は内務省地方行政局の下部機関としてみなされ

るため，他の省や局は構成員や目的が同じでもりjlj

の機関を作り（例として農村開発委員会），統一性を

，寸画作成面ではi]1J郡長等役人に依存する。欠く。

プロシェクト実胞而でぱ，行政事務や監督のため

の費用支出が認められていない（農村雇用創出計画

の場合は認められる）ので， 委員の個人負担が大き

くエ柑〖延の一lーk] となる。また能力不足等から央

敗，遅延があり，副柑限が直接介人せざるをえな

ぃ（注4)。

県行政機構にづいてiま，同機構がヂロジェクト

発掘の‘り事者とな→ているが，大部分ii各郡から

提出される。県開発計画作成委員会も県行政機構

を通さずに直接各郡と連絡をとる傾向が強い

（注 5)。また第 1表の緒果と異なるが． ンンプリー

県拾よぴスラータニー県の調査では．年次ごとの

県開発計画を作る際に，多くの郡長が村評議会や

住民との協議なしに，県開発 5カ年計画のなかか

らJ゜ロジェクトをピックアップしているとの指摘

がある（注6)。

自治体である県行政機構が県開発計画の作成過

程において事実上無視された存在であるのは， そ

の機梢上の問題に大きな理由がある。県知事が首

2ぅ
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第2表 全地方自治体の収入構成 (1980年度）

（単位： 1｛XI方ベーツ）

全地方バンコ都―市、 9-

i自治体
』県行政

作生［メー機構ク 自治体'.．．．．． ....... 

1. 地方税 9831 4141 1681 901 312 
家屋・地代税 525 321 120 51 33 
士地開発税 3681 521 191 251 27:l 
看板税 531 :331 131 41 4 
屠役税 ;371 81 151 111 2 

2. 付 JJII 税 2,()():lll, 1971 3341 l 071 367 
事窄税 1,51911,0791 2961 6:11 82 
娯楽税 401 221 141 21 :1 
賭博税 641 641 ol ol o 
酒・飲料税 3561 321 231 ,191 262 
石油製品税 241 ol 11 21 21 

3. 分り税 1,3-nl 5541 3751 2osl 201 
自動巾税 1,3141 5151 3701 19:,1 207 

I 
米輸出税 2sl 91 sl HI o 

4. その他税収 ol ol ol ol o 
(I)税収小計 4,33012,1641 8761 4041 885 

．． 

5. 手数料・科料 2111 83! 731 32! 2,l 
6. 資庁収入 ．1311 177 144 42 68 
7. ネI：会サ←ー！タス 119 4, 12 1 103 
8. その他， ,l9l 222i 69 2 97 
(II)非税収小lit・ 1,152 4861 297 77 292 

| 
ー・・ー ・ペ→ • ...．． -`•-.．．．．ー・・

(ill) (I) 
| 

:f-(II_) i 5,4821 2,6511 1,1731 4811 1,177 
(IV)補助金 7,2361 7311 834! 1561 5,515 
(V)経常収入 12,718':l,:l822,007 6:l7I 6,692 

．． 

(VI)借入れその他 296 158 821 
(V11)総収入 13,011, 3,540 2,0881 

I --．  ．． 

（出所） タイ大蔵省資料。

・・-・ 

:!1 35 
658, 6,7勿

| 

長を兼ね， Ill先機関の長が部長を兼れる制度の下

では，自治体としての業務も中央行政の業務の一

環として埋没してしまう。県行政機構の郡担当部

長は内務官僚である郡長が兼任してVヽ る。県開発

計画のテロジェクト提出は郡担当部長の肩古によ

らねばならないが，実際には郡長の肩書で行なわ

れているのはそうした意識の反映である。

また県行政機構の財政某盤もきわめて弱い。第

2表は全国の地方自治体の財政収入の椙成であ

る。政府補助金については1980年度まで県行政機

構に教育補助金が交付されていたが， 81年度以降

同補助金の内務省から文部省への所管替えかあっ

たこと，および他自治体との比較の便宜から，こ

の表では教育補助金は除外してある。経常収入に
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第3表県行政機構の収入 (1980年度）

（単位： 1,000バーツ）

十ーン県Iヒ°チ、ソト・J・コ` ノラーカーラシ
- |ー・ 県チャシマ県1ン県

1，税収 4,965! 13,8421 36,8281 10,872 
家屋・地代税 60! . 1081 . 4001 . 50 
士地開発税 5681 6,5521 13,0771 3,560 
事業税 2601.5501. 3001 120 
石板税 21 11 1,000! 15 
屠殺税 70 2() 50i ど：：
娯楽税 5 (） 1l 
I,1動車税・

手数料 750[ 2, 1001 8,000: 1,600 

酒・飲料税 3,2501 4,5001 14,()()(): 5,500 

2，手数料，科料 2911 97I 1,0141 s24 
ふ資産・サーヒ中ス・

事業収入 111! 720 620 485 

4．雑収 人 nr 155 4551 651 
5．補助金 37,489, 7,（）7l) 町，2211 22,9ふl

農村開発促進計
画(ARD) 36,1601 9431 26,4611 21,763 

地方道一 5,577
特別事業 5501 . 5501 5501 550 
1開発自衛村叶両 7801 : 210 (；□（） 

6．礼別収入 ー 4621 2,0001 460 

7.合叶 43,5671 22,346: 68,1981 35,725 
・・・-・＾“---・ ●ヽ

（出所） Chakrit Noranitipadungkarn; Saeng 

Saguanrueng; Kracaang Phanthumnaawin, 

"Raaingaan Sueksaa ruang Kaan Phattanaa 

Khiid Khwaarn Sam皿 tnai Kaan Borihan Ngaan 

Phattana khong Ongkaan Borihaan suan Cha-

ngwad Jae Sapha Tambon"〔県行政機構と村評

議会の開発行政における能力開発に関する研究報

告J，バンコク， NESDB,1981年， 58~61ベージ。

占める政府補助金の比率をみると，県行政機梢

82.4盆都市自治体41.6客，衛生区24.5客，バン

コケ21.6全ばで力） i）、県行政機椙の補助金依存度は

きわめて高いただし，県行政機構への補助金が

増えたのは1977年度以降である。 1976年度の収入

構成をみると，税収・非税収の自主財源は 6億2000

万バーツ，補助金 3億2000万バーツであったが，

77年度は自主財源 7億3000万バーツ，補助金fil億

7000万バーツで（注7)，補助金額（内訳不明）は前年

度の19.3倍に急増している。

補助金の急増は政府の農村開発重視策を反映し

たものであるが，第 3表の 4県の例にみる補助金

もその使途・配分は中央の省・局によって指定さ



Ⅳ　開発行政機構の改革と農村開発計画
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れており，県行政機構（県説会）にはその決定ば力t

ない。また乏しい自主財源についても，その予算

作成については県知事が大きな影瞥力を持ってお

り，結果的に県行政機構の予算ぱ中央省庁川光機

関の不足経費の穴埋めに利用されているど五｀われ

るぼ8)。以上にみてきたような制約の下では，県

開発 5カ年計画の実施も県行政機構の権限拡大に

結びつかない。

国家経済社会間発庁は第5次5カ年計画書のな

かで，地方への権限委譲の装置であった県開発計

画の実施l：の障害を次の 7点にまとめている。 (1)

中央政府の政治的支援欠如、 12)県開発計両を内務

省の事業とみる他省庁の非協力，（3）予算制度（省

別縦割予算）上の障害，（4）県事務局の能力不足，（5)

必要なデータの不足と分散。 (6)組織的・芹lt続的な

評価の欠如， 17)自治体にわける1じ民参加が限ら几

ていることぼ9)。このなかで(2)(3)(5)は第 I節でみ

た調整の問題と関わってくる問題であり， 「総合

的」な開発叶両の組めない大きな原因である。池

方自治体と関わるのは(5)/7)であるが，特に(7)のI浪

定された住民参加という問題点は県行政機構に典

匹り的にあらわれている。

県開発計両の実行は1初 9, 80年度の 2年間で終

わった。すでに「県経済社会開発計画1982~86」

も各県で作成中であったが，開発の方向は1980年

を境に大きく変わった。すなわち従来の県開発計

画を都市・特定地域開発と股村開発との二つに分

離したこと，および地方分権化との関連で農村開

発についてみると，県知事の権限強化と村評議会

の重視である。県知事の権限については1980年に

出された「1981年度県段階予算管理に関する総理

府規定」によって，支出認可金額の範囲が 400万

バーツまで引き上げられた。各省局長の権限の一

部を県知事に移管したものであり， 「官僚制近代

クfの農村開発行政と地方分権化

化(I)ための最初の試験的ステップ゜ Iut 10)と評価さ

れたものである。

（注 1) NESDB, "Khaokhrong Nayobaai Kaan 

Patiruup Khiid Khwaam Samaath khong Rath nai 

daan Kaan Borihaan Ngaan Phattanaa Radab Tho-

ngthin'' ［地方段階の開発行政における国の能力改革

策のアウトラインJ，、ソコク， 1981年。

（注 2) Prasith,前掲報告， 69,75~83, 98ページ。

（けり） 同上双，＼ 別）4～幻7ペー ，ヘ

(,: 4) Chakrit; 、ゞaeng; Kracaang, 前掲報代

8 ~ 9, 11, 20ページ。

（注 5) 同上報告 10, 29ページ。

（注 6) Mogkh:1sak Prakorbboon; M. Hosaka, 

"Institutional Capability for Regional Development 

in Two Changwats in Thailand: Focus on Coordi-

nation," UNCRD Senior-level Seminar報告書

(preliminary draft), 1980年， 28ページ。

(、｛17) クイ！、政'r1竹料。

(; I S) Chakrit; Saeng; Kracaang, 前掲報・i打，

17•ベージ

゜
（注 9) NESDB, Paen Phattanaa Setakit lae 

Sangkhom haeng Chart chabab thi 5 (P. S. 2525-

2.529),〔第5次国家経済社会開発汀叫1]. 1982~86〕バ

，ヽ寸、'',1981年、 464~465ペーシ。

（注10) Bangkok Post, 1980年10月22日。

w 開発行政機構の改革と農村開発計両

1980年のプレーム内閣の発足後，農村開発政策

についての見直しが開始された。農村開発政策検

討作業委員会が任命され，その報告にもとづVて

首相願問団は12月に「農村開発政策J報告書を提

出した。 1981年 1月には国家経済社会開発庁が農

村開発実行計画草案を作成し，また貧困農村開発

目標地域の37県246郡 (21暉託3(）支郡）が指定され

た（「第 5次経済社会開発計画の農村開発目標地城決定

に関する総理府規定」 1981年1月27日）。この地域指定

は郡単位で行なわれている。 1981年 7月には「農

村開発行政に関する総理府規定」により農村開発
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（出所） NE吋DB,"Pacn Phattanaa Setakit la,、Sang]、hornhac-ng(_̀haat chabali thi 5 (P. S. 2525-

2529)［第 5次1吋家紆済社公開発は四、 198竺～S(］l, ベンコク， ll)/31 午—, 46:lミーン， 一部加窄，9

(、I「¥ ＼「|l(7)，名ll;j、に'~)し、て1]直には説IIりがだし、）岱，［［罰竹！戊過涅を示すものであ 7,ぅn

行政の大輻な改革が行なilれた。

農村開発行政機i翡り改革は第 41‘Xlと第 5図の対

照に五られるとねりである。農村暉用創出委員会

ヵ勺な:fc,1仔続しているか， これも将来的には股村間

発委只会のなかに吸収し，農村間発行政1/)--JC化

がはかられることとなヮている。日家農村間兌委口

会の構成はh相を委只仄とし，副委員長には内務，

農業，文部，採健の 4省（以 F中核 4'れと略）大臣，

委員として上叫 4省と工業，商菜各省次宜，軍参

謀総長， f算局長等が参加する。新設の郡開発委

員会は郡kを委只長とし，中核 4省の郡担当官，

副郡長，真村l捐発促進市務局役人，郡閲発官等で

溝成するrn1‘。県閲発委員会は1981年 7月の農村

開発行政に関する規定では，新たに副知渾を副委

賃長として加えた以外は，

溝成でわかるように，

の間題が意識されている。

旧来の県開発計両作成

ふ員会と同じ構成であ/'たが， その後の改定で衛

生区長を除外し、代わりに郡長，支郡長を構成員ど

している直2]。県開発委員会には当然中核 4省の

Ill先機関の長も含まれている。各段階での委員の

裳村開発に関係する中核 4

省間 l「)政策決定および実施過程における「調整J

また予算制度について

も従来の項目羅列予靡 (line-itembudget)をやめ，

1982年度から叶圃別予箆 (programmebudget)を採

用して、予靡実行｝の調整を円滑にする措置がと

られてし‘る。

I：と村開発行政に関する総理府規定」の制定に

よって，県聞発計画に関する 1977年と 79年0)規定
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第 5図 1982年度以降の農村開光行政機構

内閣

・・・・国家経済政沼
指導委只会

↓...---

国家経済社会
開発委員会

I 

1 [ 

国家農村開発委員会
わよび9])小委員会

I 

↓ 
農村哨用創出
及員会

I 
県農村雁用創
出委貝会

-・ 

..―↓ 

県開発委員会
↓ 

県段階農村開発
小委員会および
その他9l委員会

↓ ←-い——
郡開発委員会

↓ 
評，，義会

村農村開発し長
I ー作業委員会

↓ヽ、、一 P ―↓

部落開発 開発・自衛村計画
委員会 または部落中央委員会

I I 

村

集国 団

—
↓
集 ↓ 団

（出所） 第41‘又！と 1ぃ］じ(467ベージ）。

（注） 矢印の説明は出典にはない。計画の実施・命{i

系統を示すものであろう。

は廃止されたが，県開発計画そのものが消滅した

のではt［い。 1981年の上記規定でも県『開発委[i会

の任務の第 1に掲げられているのは，国家経済社

会開発計画と， 国家農村間発委員全が定め：：：：）四

村開発政策とに沿った，県経済社会間発計画のセ

案検討である。農村開発計画はこの県経済社会開

発計両の一部てあることに唆わり itれい。変化 L

たのは次の 5点である。 (1)県行政機構がプロジェ

クト（／）発掘・ t!)也過程から排除され、 県開発応旦

会の審議参加だけとなったこと， (2)住民要求をま

とめた村評議会の叶画が，郡と県段階U)li十両の基

礎となり，村，，1'・議会の直＇臭性が増大しているこ

と，（3）県開発のための特別補助金 (ChangwadDe-

velopmcnt Fund) 0)廃止, (4)県開発出吋予算叫li

所を，治安維持，貧困農村開発，農村雇用創出，

水資源開発の 4政策と中核4省予算との 8カ所に

クイ L')農村開発行政と地方分権化

限定したこと，（5）農村閲発政策は目標設定地域と

一般農村との二つに分けて決定すること。

こうした政策変更をもたらした理由は次のよう

に説明されている。過去の経済成長の結果による

地域間の不均等発展是正のために；:l, 各地域ごと

の異なった開発手段が必要となる。しかし各地域

についての十分な知照の欠如から、第 4次叶画期

間中には県開発計画や各種の資金還流計両り）よう

に，住民のニーズに応じた開発を正しい方法と考

えて採用してきた。 しかしこの方法による間発は

多くの問題をひき起こした。最も重要な問題は，

住民のニース~1)>道路，索力，水遊ダドに片宝，て，

完進地域の後追いとなるだけで貧困問題を解決す

ることにならなかったことであるぽ 3)。以上の理

直から第 5次叶画期間中の農村間発計画は、貧困

地域を指定して住民の生活を安定させることと基

滉的サービベを普及させること，その場合に住民

しパ目助努J)を高めていくことと担本的な柱どして

いる。

1983年！だ予算から五ると，貧困投村開5行＇ロジ

ェクト予算は11億7800万バーツで， その内訳は中

央限金から補助金として 4億バーヅ (13デロン，，ェク

ト），中核 4省の予算から 7億780(）)］バー‘‘J'

農村雇用創出プロジェクト予算は20｛意バーツであ

この他に裳村開発責金としC、各県の農甘開発

計画にもとづいて国会議員が提案するプロジェク

匂

ト）ilに4伶5()(10万バーツの予筍！いある直1。貧困

没村開発叶血は政府し＇）決定した 16ノ゜ロジ土クトの

枠内で（第 2次新農村開発』他iはこの中に合まれる），

廿．民要求をもとに実）地するもい）ーくふる。

，
 

•
し、＇

」

/
r

また

tに農村

雇用創出計画も指定された貧困地域内で実施され

したか＇）て第 5次 5カ年，，十両期間中(})仇村開

発事業は貧困農村地域に集中する。

第 4次 5カ年計画期間中の県開発計画が，現業
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官庁の諸訃両との調整不十分なま主に実施された

のに対し，新しい喪村開発計両は閣僚レベルの政

策調幣機関の設償，

凋整の問間発フ゜ロジゴクトの予箕の出所明記節

題についてはかなりの配慮が払われている。他方

地方への権限委譲という側面から五ると，県段階

ではすでにみた県知事の予算支Il}権限(f)拡大があ

る。また県開発委員会では衛生区が除かれて郡

長，支部長が委員となったことの他に、新たに設

立された県段階農村間発小委員会が実質的に県段

階の間発叶両を決定することになった。

員会には知出，副知市，中核 4省1,1,1内機関(!)長等

が参加するが，

プログラム予尊の採用と良村

この小委

自治体は委員から外されている 3

農村開発において政府の決定した政策の枠内と

いう限定はあるにせよ，村許議会は住民要求のI牡

一の窓11として重要性を増してきてし、る．，現段階

では貧困農村として指定された地域内（ハ村に限ら

れているか，第 6次 5カ年は両期には一般農村に

上で拡大される。現時点ては貧困農村訓伍，l両か

スクートしたばかりであるから，村評忍会かどこ

主でその機能を発揮しうるかは主だ評価できな

県経済仕会開発計両実施過程を通じた地方分枠

化の試みは｀農村開発の分野に一ういてみると，

い。，寸両初年度 (1982年度）については、住民かそ

の意義を珊解でぎず，部落閲発委員会や村評議会

がフ゜ロジェクトを選定するとし、う機能を果たして

いないと報告されている団 5〗県開発壮IIhi や，

階積はあるとしても，

＇々

ムボン，寸画，農村屁用創出計両等における経険の

農村間発/})I新し＼，、方向」

については，村評議会レベルでも主に卜分に浸透

していなし、ようである。

(.l 3) NESDB, Development Studies & Infor-

叫 tion Division, Paen Phattanaa Chonnahoth 

Lwkmn 2525-252.9〔貧困農村開発，汁直 1982~1986>

99 : /9.2'？， 1981年， 6~7ペー／。

(d: 1) Raaingaan Setakit R,zaid砂 I 〔経済 lj

殴I, Bank of Thc1iland, 198叩 10!］＇］， 55ペー~ C 

(L 5) ¥Vaan応 l9ln S心 kit lae Sangkhom「粍

吝・社会此J.NESDB, 1982 年 7~8 月号、 23 へ•一 9’ リ

知れを代表どする県庁，

構， そして村評議会しI);}機間に＇）いて行れわれて

ぐ
↑
-

9‘ ー
ャ、
J

ぉ i)i) 1-
9、,-

「日尉J」は自治権とも深く関わる間疸でか i).

県

自治体でふる県行政機

しかし第 5次 5カ年叶両期間り）農村開発計

これは都市両では県行政機構は除外されてし、る。

間発 l勺分野で、郡由自治体につし、て法改正に上る

権限担大か闊］記されてし‘ることと比べると対照的

てある。県レベルにおける地）j分権化は，県行政

機構の目治権拡大ではなく，県知事の権限強化と

しご実現されてきた＿，他力村評議会 r})役割は高ま

心ことにはるが，財政支出権限がれ、く，行政面で

ぱ翡知，副郡長への依存度か翡い等 U)間題かt_う

る。甘評議会を将来自治体とするかとりかい―lIIJj確

な）j針か定まらないままに，部分的な梼限い委渓

か行なわれてきたが，農村閑発における「日立＿］

ーヽ＇ 

後も県行政機構ll)存在形態とも閏連して命論，炉続

くど恩A)i! l，るし

Iヽ，；→/ -.-令fi行研•怒 1 911 0問青り1・ •;[ n!,） 

(/I: 1) Rahia¥, Samnak Naayokr.rtharnontri waa-

duai Kaan Borihaan Kaan Phattanaa Chormahotl, 

P. S. 25211 (1981什．腐HI:ii発ij政Iこ閃 J ~，籾竺 Pli i[、].J•し~
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